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横浜市こども青少年局保育・教育運営課幼児教育係 



１．事業概要 

私立幼稚園預かり保育事業（以下「市型預かり保育事業」という。）及び私立幼稚園２歳

児受入れ推進事業（以下「２歳児受入れ事業」という。）は、幼稚園の教育・保育資源を活

用し、保育を必要とする子どもを対象に長時間保育を実施する、横浜市の待機児童対策に

おいて非常に重要な事業となっています。 

横浜市では、令和２年度から、市型預かり保育事業又は２歳児受入れ事業を実施してい

る幼稚園を対象に、「幼稚園教諭等住居手当補助金」を開始しました。「幼稚園教諭等住居

手当補助金」は、幼稚園に勤務する幼稚園教諭等が賃貸住宅に居住し、幼稚園が当該職員

に対し住居手当を支給している場合に、その一部を補助するものです。幼稚園教諭等へ支

給する住居手当の一部を補助することにより、幼稚園における人材確保を支援します。 

なお、幼稚園教諭等住居手当補助金は、４月から翌年３月までの１年間分をまとめて、

事業終了後である５月に交付します。（年度途中から市型預かり保育事業、２歳児受入れ事

業を開始した場合は、開始月から幼稚園教諭等住居手当補助金の補助対象です） 

 

（１）補助金交付の対象 

補助金の交付対象は、以下の①②の両方を満たす、幼稚園の設置者です。 

①市型預かり保育事業又は２歳児受入れ事業を実施している。 

②勤務する幼稚園教諭等が賃貸住宅に居住し、その幼稚園教諭等に住居手当を支給

していること。又は、幼稚園教諭等用宿舎を借り上げ、幼稚園に勤務する幼稚園教

諭等をその宿舎に居住させていること。 

 

（２）補助対象となる幼稚園教諭等 

幼稚園教諭・保育士・看護師であり、かつ、月 120時間以上勤務している者。 

設置者及び園長は補助対象外です。 

令和７年度に補助対象となった幼稚園教諭等が、他の事業者の園へ転職した場合、転職後の

園では申請できません。 

 

（３）補助対象となる賃貸住宅等の要件 

原則として、市内に所在する居住用の家屋であり、以下の①②のいずれかに該当する

ものが対象です。 

①（２）に該当する幼稚園教諭等自身が賃貸借契約を結んでいるもの。 

②（２）に該当する幼稚園教諭等を居住させるため、設置者が借り上げているもの

（以下「借り上げ宿舎」という。）。 

※設置者が所有する居住用の住宅は補助対象外です。（例：貸主が設置者） 

 

（４）補助対象となる期間 

４月から翌年３月であり、補助金は１か月単位で交付します。さらに、住居手当を支

給した月であり、かつ、補助対象となる幼稚園教諭等が月の初日から末日まで、補助対



象となる賃貸住宅等に住んでいた月が補助対象となります。 

 

（５）補助対象となる経費 

補助対象となる経費は、以下の①②いずれかに該当するものです。 

①設置者が補助対象となる幼稚園教諭等に支給する住居手当 

②借り上げ宿舎にかかる賃借料のうち、設置者が負担する費用 

※補助対象となる幼稚園教諭等１人当たりの経費の上限額は、月額 40,000 円です。 

 

（６）補助金の額 

補助の基準となる額（以下「補助基準額」という。）は、前年度の市型預かり保育事

業及び２歳児受入れ事業の月平均利用人数に応じて決定します（３ページ別表１・２

参照）。ただし、対象事業開始年度は、前年度実績がないため、事業開始時の受入予定

数により、補助基準額を決定します。 

幼稚園教諭等住居手当補助金は、「補助対象となる経費」と「補助基準額」を比較し、

低い方の１／２の金額を交付します（100円未満切り捨て）。 

 

【例】 市型預かり保育事業の前年度補助対象者数：586人 

住居手当支給期間：Ｒ６/４月～Ｒ７/３月（12か月） 

補助対象幼稚園教諭等：３人 １人当たりの住居手当（月額）：20,000円 の場合 

586（人）÷12（か月）＝48.83333・・・・ 

→１人未満の少数は切り上げ 月平均利用人数 49人 

別表１より 区分：５ 補助基準額（月額上限）：200,000円 

補助対象となる経費（月額）：20,000円×３（人）＝60,000円 

 

◎年間補助金額（月額×12か月） 

補助基準額：2,400,000円 ＞ 補助対象経費：720,000円 

補助金額：720,000円×1/2＝360,000円 

 

 

36万円 36万円 

  

 

また、市型預かり保育事業と２歳児受入れ事業の両方を実施している場合は、両方の

事業実績から決定したそれぞれの区分の補助基準額を合計することになります。  

住居手当（年間）72万円 

園負担分 横浜市負担分 



 

【別表１】 私立幼稚園等預かり保育事業実施園における補助基準額表 

補助 

区分 
月平均利用人数（※１） 補助基準額（月額上限） 補助金額（月額上限） 

１ １人以上 10人以下 40,000円 20,000円 

２ 11人以上 20人以下 80,000円 40,000円 

３ 21人以上 30人以下 120,000円 60,000円 

４ 31人以上 40人以下 160,000円 80,000円 

５ 41人以上 50人以下 200,000円 100,000円 

６ 51人以上 60人以下 240,000円 120,000円 

７ 61人以上 70人以下 280,000円 140,000円 

８ 71人以上 80人以下 320,000円 160,000円 

９ 81人以上 90人以下 360,000円 180,000円 

10 91人以上 400,000円 200,000円 

※１：月平均利用人数について 

前年度の私立幼稚園等預かり保育事業補助金の補助対象園児の年間合計人数を

事業実施月数で除して得た人数。ただし、１人に満たない端数があるときは、その

端数を切り上げるものとする。 

ただし、今年度から横浜市型預かり保育事業を開始する園においては、当該要綱

に規定する事業計画書に記載した預かり保育受入予定人数とする。 

 

 

【別表２】 私立幼稚園２歳児受入れ推進事業実施園における補助基準額表 

補助 

区分 
月平均利用人数（※２） 補助基準額（月額上限） 補助金額（月額上限） 

２-１ １人以上６人以下 40,000円 20,000円 

２-２ ７人以上 80,000円 40,000円 

※２：月平均利用人数について 

前年度の私立幼稚園２歳児受入れ推進事業の補助対象園児の年間合計人数を事

業実施月数で除して得た人数。ただし、１人に満たない端数があるときは、その端

数を切り上げるものとする。 

ただし、今年度から２歳児受入れ推進事業を開始する園においては、当該要綱に

規定する事業実施計画書兼実績明細書に記載した利用児童の受入枠とする。 

 

 

 



２．スケジュール 

時期 説明 書類等の流れ 

８月 
前年度月平均利用人数・事務取扱説明書送付 

交付申請書提出依頼送付 
市→園 

10月 交付申請書提出〆切 園→市 

11～12月 交付決定通知書交付 市→園 

４月上旬 実績報告書提出〆切 園→市 

５月下旬 確定通知書送付、補助金交付 市→園 

 

３． 補助金交付申請等の事務の流れ 

（１）対象事業の月平均利用人数について 

前年度実績が確定した後の８月頃に、月平均利用人数を各園へお知らせします。 

 

（２）交付申請について 

月平均利用人数をお知らせする際に、交付申請関係書類を送付します。提出書類は以

下のとおりです。 

①交付申請書（第１号様式） 

②事業計画書（第２号様式） 

③収支予算書（第３号様式） 

④補助対象幼稚園教諭等一覧（別紙１） 

⑤内容確認書兼誓約書（別紙２） 

⑥市外に所在する賃貸住宅等が必要な理由書（別紙３ 該当がある場合） 

⑦就業規則及び給与規定等の住居手当等に関する規定が確認できる書類 

⑧不動産賃貸借契約書の写し（対象者全員分） 

⑨幼稚園教諭免許状及び保育士証及び看護師免許証の写し（対象者全員分） 

ご提出いただいた交付申請関係書類を横浜市で審査後、交付決定通知書を各園へ送

付します。 

 

（３）変更交付申請について 

交付決定後に、補助対象となる幼稚園教諭等の新規採用・退職、転居による補助対象

となる賃貸住宅の変更、補助対象期間の変更などが発生しましたら、変更交付申請を

お願いいたします。提出書類は以下のとおりです。 

①変更交付申請書（第１号様式の２） 



②補助対象幼稚園教諭等一覧（幼稚園教諭等の採用・退職、転居、期間変更の場合） 

③内容確認書兼誓約書（幼稚園教諭等の採用場合） 

④不動産賃貸借契約書の写し（幼稚園教諭等の採用及び転居の場合） 

⑤幼稚園教諭免許状及び保育士証及び看護師免許証の写し（幼稚園教諭等の採用場合） 

⑥その他、申請内容の変更が確認できる書類 

申請内容の変更状況に応じて、提出書類が変わりますので、ご不明点はお問い合わせ

ください。 

なお、変更交付申請がない場合には、当初の交付決定額が補助金交付の上限額となり

ますので、ご注意ください。 

 

（４）実績報告について 

４月上旬までに実績報告を提出します。提出書類は以下のとおりです。 

①実績報告書（第６号様式） 

②実績明細書（第７号様式） 

③収支計算書（第８号様式） 

④賃金台帳及び給与台帳等の住居手当支給額等が確認できる書類 

実績報告関係書類を横浜市で審査後、確定通知書を送付します。 

 

（５）請求書の提出について 

   ４月下旬～５月上旬ごろに請求書の提出依頼をします。 

   補助金支出の迅速化のため、速やかなご提出をお願いいたします。 

  

４．書類等の提出先、問い合わせ先について 

横浜市こども青少年局保育・教育運営課幼児教育係 

住所 ：〒230-0005 横浜市中区本町 6-50-10 

電話 ：045-671-2085 

E-mailアドレス：kd-yojihojyokin@city.yokohama.lg.jp 
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５．幼稚園教諭等住居手当補助事業に関するＦＡＱ（よくある質問） 

番号 質 問 回 答 

１ 市型預かり保育事業又は２歳児受入れ

事業に従事している職員でなければ、対象

になりませんか。 

対象事業に従事しているか否かは問い

ません。 

幼稚園教諭・保育士・看護師であり、か

つ、月 120時間以上勤務している方であれ

ば、対象となります。 

２ 交付申請後に、新たにアパートを借りた

職員に対し住居手当を支払うことにしま

した。何か手続きは必要ですか。 

変更交付申請書及び必要書類を提出し

てください。 

職員を追加する場合は、変更交付申請書

に、補助対象幼稚園教諭等一覧・資格証の

写し・不動産賃貸借契約書の写しを添付し

てください。 

３ 補助対象となっている職員が転居しま

した。転居先の契約期間と、転居前の契約

期間とは切れ目がありません。補助対象期

間はどのようになりますか。 

契約期間に切れ目がないのであれば、転

居前から継続して補助対象となります。 

なお、変更交付申請が必要となりますの

で、必要書類を添えてご提出ください。 

４ 不動産賃貸借契約において、職員の配偶

者が契約者となっていますが、補助金の対

象となりますか。 

職員自身が契約者となっている場合の

みが対象です。 

５ 持ち家に住む職員にも住居手当を支給

していますが、対象となりますか。 

本事業の対象外です。 

６ 認定こども園は、この事業の対象です

か。 

認定こども園については、本事業の対象

外です。 

なお、認定こども園は、横浜市保育士宿

舎借り上げ支援事業（※）の対象となって

います。 

（※保育士資格をもつ職員が対象です。） 

７ 「原則として、市内に所在する居住用の

家屋」とありますが、園が市境にあり、職

員が隣の市町村に居住しています。対象に

なりませんか。 

園が市境にある等の場合には、市外のほう

が通勤の利便性が良いことがあります。そう

した場合には、「市外に所在する賃貸住宅等

が必要な理由書」をご提出いただきます。内

容が適切であると認められる場合には、補助

対象とします。 

 



番号 質 問 回 答 

８ ３月勤務分の給与を４月に支払ってい

ます。年度を越えていますが、補助対象と

なりますか。 

補助対象となります。 

実績報告を４月上旬には提出していた

だくため、「３月分として～円の給与及び

住居手当を支給予定」ということが分かる

ように、３月末時点で給与台帳等を必ず整

備しておいてください。 

また、勤務月の翌月に給与を支払ってい

る場合は、５月支給（４月勤務）分～４月

支給（３月勤務）分が補助対象となります。 

９ 他の事業者の園へ転職した幼稚園教諭

等は引き続き申請できますか。 

令和７年度に補助対象となった幼稚園

教諭等が、他の事業者の園へ転職した場

合、転職後の園では申請できません。（令

和７年度以降に本事業を新規で利用する

者又は本事業を同一事業者において継続

して利用する者が補助対象です。なお、産

前産後休業、育児休業、介護休業を理由に

本事業の利用を中断した後に、同一事業者

で復職した場合、及び同一事業者内で横浜

市外の幼稚園等に人事異動し、本事業の利

用を中断した後に、同一事業者内の横浜市

内の幼稚園に再度人事異動した場合には、

継続して利用しているものとみなします。 

 

 


